
世田谷区告示第５０７号 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項及び第５９条

の４第１項の規定により指定障害児通所支援事業者を指定したので、同法第２１条の

５の２５第１号及び第５９条の４第１項の規定により告示する。 

令和８年７月１日 

             世田谷区長 保 坂 展 人 

１ 事業所の名称 エルボヤージュ世田谷尾山台 

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区尾山台三丁目３１番１号尾山台ガーデ

ィアン１０１号室 

３ 申請者の名称  エルボヤージュ株式会社 

４ 指定年月日  令和８年７月１日 

５ 障害児通所支援の種類 児童発達支援・放課後等デイサービス 

 


